
町外保育施設通園児童の副食費補助について 

 

松川町では、令和 5 年 10 月より町内保育園に通う 3 歳以上児の副食費無償化を開始いた

しました。それに伴い、令和 7 年度からは対象者を拡大し、町外保育施設に通う 3 歳以上児の副

食費も（上限の範囲内で）補助することとしました。 

 

1.補助対象時期 

令和 7 年 4 月分～ 

 

2.補助対象者 

町外保育施設（認可外施設を含む）に通う 3 歳以上児 

 

3.補助上限額  

月額 4,800 円 ※公定価格で定める「副食費徴収免除加算額」  

 

4.申請（請求）について 

【全体の流れ】 

①副食費の支払い〈利用者→通園施設〉 

※施設から「副食費を支払ったことが分かる書類」（領収書等）を発行してもらってください。 

②補助金の申請・請求〈利用者→町〉 

③補助金の支給〈町→利用者〉 

 

【申請（請求）方法】 

以下の書類を、松川町教育委員会事務局保育園係（役場 6 番窓口）までご提出ください。 

①副食費補助金交付申請書兼請求書（償還払い用） 

②施設が発行した「副食費を支払ったことが分かる書類」（領収書等）の原本 

 

5.申請と支給の時期 

支給は四半期ごとに行います。申請時期が近づきましたら、町から申請書類を送付しますので、 

以下の申請月内に該当分の申請を行ってくだい。 

町で内容を審査した後、申請月の翌月末までにご指定の口座へ振り込みを行います。 

利用月 4 月～6 月分 7 月～9 月分 10 月～12 月分 1 月～3 月分 

申請月 7 月 10 月 1 月 4 月 

 

 
ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。 

松川町教育委員会事務局 保育園係   電話：0265-36-7023（直通） 

別紙 


